
平
成
十
九
年
十
一
月
二
日
受
領
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第
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四
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閣
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質
一
六
八
第
一
四
三
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
守
屋
前
事
務
次
官
と
自
衛
隊
員
倫
理
法
・
倫
理
規
程
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
守
屋
前
事
務
次
官
と
自
衛
隊
員
倫
理
法
・
倫
理
規
程
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

倫
理
監
督
官
は
、
自
衛
隊
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
、
自
衛
隊
員
の
職

務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
並
び
に
体
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

守
屋
氏
が
倫
理
監
督
官
で
あ
る
防
衛
事
務
次
官
に
在
任
中
、
自
衛
隊
員
倫
理
に
関
す
る
教
育
の
実
施
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

作
成
に
よ
る
自
衛
隊
員
倫
理
法
及
び
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
三
号
）
（
以
下
「
倫
理
法
等
」
と

い
う
。
）
の
周
知
、
自
衛
隊
員
倫
理
週
間
の
設
定
、
自
衛
隊
員
倫
理
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
設
置
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
ほ
か
、

必
要
に
応
じ
、
防
衛
省
の
事
務
担
当
者
か
ら
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
事
務
局
に
対
す
る
一
般
職
国
家
公
務
員
に
お
け
る
運

用
事
例
等
の
照
会
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
平
成
十
二
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
倫
理
法
等
は
、
そ
の
制
定
当
初
よ
り
周
知
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る

こ
と
か
ら
、
守
屋
前
防
衛
事
務
次
官
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
守
屋
前
防
衛
事
務
次
官
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
九
日
の
衆
議
院
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防

一



止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活
動
並
び
に
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
以
下
「
衆
テ
ロ
特
委
員

会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
倫
理
法
等
に
つ
い
て
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
長
期
間
に
わ
た
り
自
衛
隊
員
倫
理
法
違

反
を
継
続
し
た
旨
を
証
言
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
、
倫
理
監
督
官
は
、
自
衛
隊
員
か
ら
の
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第

四
条
第
二
項
又
は
第
十
条
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
責
務
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

個
別
の
相
談
、
指
導
及
び
助
言
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
及
び
「
自
衛
隊
員
倫
理
法
及

び
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
等
に
基
づ
く
、
防
衛
省
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
承
認
手
続
、
報
告
等
に
つ
い
て

（
通
達
）
」（
平
成
十
二
年
六
月
二
十
二
日
防
人
一
第
三
八
五
六
号
）
に
基
づ
き
倫
理
監
督
官
の
職
務
の
一
部
を
行
わ
せ
て
い

る
総
括
倫
理
管
理
官
、
倫
理
管
理
官
又
は
分
任
倫
理
管
理
官
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
守
屋
前
防
衛
事
務
次
官
は
、
衆
テ
ロ
特
委
員
会
に
お
い
て
、
株
式
会
社
山
田
洋
行
の
元
専
務
（
以
下

「
元
専
務
」
と
い
う
。
）
と
ゴ
ル
フ
を
し
た
こ
と
、
元
専
務
が
費
用
を
負
担
し
て
ゴ
ル
フ
の
た
め
の
旅
行
を
し
た
こ
と
、
元

二



専
務
と
麻
雀
を
し
た
こ
と
、
元
専
務
と
麻
雀
の
後
に
食
事
を
し
た
こ
と
及
び
元
専
務
か
ら
品
物
を
受
領
し
た
こ
と
に
つ
い
て

証
言
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
防
衛
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
一

項
第
一
号
、
同
項
第
六
号
か
ら
同
項
第
八
号
ま
で
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
又
は
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
同
項
第
九
号

ま
で
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
守
屋
前
防
衛
事
務
次
官
は
、
衆
テ
ロ
特
委
員
会
に
お
い
て
、
元
専
務
と
の
ゴ
ル
フ
に
際
し
て
偽
名
を

使
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
事
実
で
あ
り
、
偽
名
を
使
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
元
専
務
か
ら
、
自
身
の
氏
名
で
な
い
氏
名
が
記

載
さ
れ
た
ゴ
ル
フ
バ
ッ
グ
に
付
け
る
タ
グ
を
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
始
め
た
も
の
で
あ
る
旨
を
証
言
し
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。

六
に
つ
い
て

自
衛
隊
員
倫
理
法
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
一
条
に
お
い
て
、
自
衛
隊
員
が
国
民
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
そ
の
職
務
は
国

民
か
ら
負
託
さ
れ
た
公
務
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
自
衛
隊
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
資
す
る
た
め
必
要
な
措
置

三



を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
職
務
の
執
行
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
の
防
止
を
図
り
、
も

っ
て
公
務
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

自
衛
隊
員
倫
理
規
程
は
、
自
衛
隊
員
倫
理
法
の
施
行
に
伴
い
、
自
衛
隊
員
の
職
務
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
の
贈
与

等
の
禁
止
及
び
制
限
等
自
衛
隊
員
の
職
務
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
の
接
触
そ
の
他
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な

行
為
の
防
止
に
関
し
自
衛
隊
員
の
遵
守
す
べ
き
事
項
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
更
に
自
衛
隊
員
倫
理
法

の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

守
屋
前
防
衛
事
務
次
官
が
倫
理
監
督
官
と
し
て
自
衛
隊
員
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
を
防
衛
庁

長
官
及
び
防
衛
大
臣
に
対
し
て
報
告
し
た
回
数
は
、
二
回
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
に

違
反
し
た
事
案
が
一
回
、
自
衛
隊
員
倫
理
規
程
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
に
違
反
し
た
事
案
が
一
回
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

防
衛
大
臣
は
、
自
衛
隊
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
の
た
め
の
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
、
自
衛
隊
員
が
倫
理
法
等
に

四



違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
等
の
責
務
を
有
し
、
倫
理
監
督
官
は
、
防
衛
大
臣
を
助
け
、
自

衛
隊
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
の
た
め
の
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
、
自
衛
隊
員
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
に

違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
旨
を
防
衛
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
等
の
責
務
を
有
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
時
の
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
官
房
副
長
官
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
防
衛
庁
の
倫
理
監
督
官
に
対
す
る
監
督
に

関
す
る
法
令
の
規
定
は
な
い
。

九
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に

よ
る
改
正
後
の
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
得
て
株

式
会
社
山
田
洋
行
に
再
就
職
し
た
者
の
数
は
、
平
成
十
二
年
が
零
名
、
平
成
十
三
年
が
零
名
、
平
成
十
四
年
が
零
名
、
平
成

十
五
年
が
二
名
、
平
成
十
六
年
が
一
名
、
平
成
十
七
年
が
一
名
、
平
成
十
八
年
が
零
名
及
び
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
十

月
一
日
ま
で
が
零
名
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
守
屋
氏
が
防
衛
事
務
次
官
に
就
任
し
た
平
成
十
五
年
八
月
一
日
以
降
に
再
就
職
し

た
者
の
数
は
三
名
で
あ
る
。
ま
た
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
得
て
株
式
会
社
日
本
ミ
ラ
イ
ズ
に
再
就
職
し
た
者
は
い

な
い
。

五



十
及
び
十
一
に
つ
い
て

当
時
の
防
衛
庁
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
十
五
日
付
け
の
官
報
で
公
告
さ
れ
た
「
次
期
輸
送
機
（
試
作
機
）
搭
載
用
エ
ン

ジ
ン
シ
ス
テ
ム
（
一
式
）
に
関
す
る
調
査
」
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
、
プ
ラ
ッ
ト
・
ア
ン

ド
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
社
及
び
ロ
ー
ル
ス
・
ロ
イ
ス
社
の
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
評
価
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
要
求
す
る
性

能
に
対
し
て
技
術
的
適
合
性
を
有
し
て
い
た
た
め
、
経
費
に
係
る
評
価
で
最
も
安
価
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ

ッ
ク
社
の
提
案
し
た
エ
ン
ジ
ン
シ
ス
テ
ム
を
平
成
十
五
年
八
月
八
日
に
選
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
選
定
に
お
い
て
、

代
理
店
契
約
の
有
無
に
つ
い
て
は
条
件
と
し
て
い
な
い
。

十
二
に
つ
い
て

防
衛
省
で
は
、
装
備
品
等
の
調
達
に
つ
い
て
、
契
約
の
適
切
な
履
行
が
見
込
め
れ
ば
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
日
本
の
商
社
」

に
限
ら
ず
契
約
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六


